
令和６年 12月 13日 

愛南町議会議長 佐々木 史仁 殿 

 

総務文教常任委員会 

                       委員長 中野 光博 

 

請 願 審 査 報 告 書 

 本委員会に付託された請願を審査した結果、下記のとおり決定したので会議規則 

第 93条第１項の規定により報告します。 

記 

第１回 

１ 審 査 日 時  令和６年 12月６日（金）17：13～ 

２ 場     所  愛南町役場 議員協議会室 

３ 委員の出席者  委員７名 

４ 委員の欠席者  委員０名 

第２回 

１ 審 査 日 時  令和６年 12月 10日（火）13：00～ 

２ 場     所  愛南町役場 議員協議会室 

３ 委員の出席者  委員７名 

４ 委員の欠席者  委員０名 

５ 委員外議員の出席者  １名 

６ 審査の結果等   

受理 

番号 
付託年月日 件 名 委員会の意見 

審査 

結果 

請願 

第３号 

令 和 ６ 年

12月６日 

第４回定例

会 

住民の、生命、

自由及び幸福

追求権が侵害

さ れ な い よ

う、知事に伊

方原発稼働同

意の撤回を求

める決議に関

する請願 

エネルギー政策において、再生可能エネル

ギーを推進し原発依存から脱却する方向性

については賛同できるが、石油、ガス等のエ

ネルギー資源の高騰、脱炭素社会の実現を目

指す現状から、現時点で原発を止めることに

は賛同できない。また、知事の判断は慎重で

あり理解できるとの意見が多数であった。な

お、少数意見として、原発事故は社会的、経

済的に非常に深刻な事態を引き起こす。日本

の先端技術である蓄電設備と再生可能エネ

ルギー施設及び送電網の整備で電力の安定

供給は可能であり、今こそ脱原発に舵を切る

べき、との意見もあった。 

不採択 

 


